
① バースト、パンクおよび嵌合部からの空気漏れ等があった場合。

② 製造上の不具合（製造メーカーが認めた場合）

③ トレッド肉厚は、交換する前のタイヤと同等以下であること。

タイヤの変更(交換）について

以上

統一規則に基づき、「審査委員の承認のもとに、各１本のみの交換」が認められているが、

交換を認める場合の基準は次の通りとし、無条件に交換を認めるものではない。


